
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
二
日 

広
島
県
知
事  
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彦 

特
定
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営
利
活 

動
法
人
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名
称 

代

表
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の

氏

名 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
地
域
活

性
化
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
Ｇ

Ａ
Ｎ
Ｂ
Ｏ 

小
川 
治
孝 

広
島
県
三
次
市
甲

奴
町
西
野
五
四
四

番
地
一 

 

こ
の
法
人
は
、
三
次
市
の
推
進

す
る
『
ま
ち
・
ゆ
め
基
本
条

例
』
の
第
六
条
（
一
）
～

（
六
）
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
甲

奴
町
を
中
心
と
し
た
町
内
地
域

を
活
性
化
し
、
少
子
高
齢
化
・

人
口
減
少
・
産
業
衰
退
な
ど
の

諸
問
題
に
よ
っ
て
疲
弊
し
て
い

る
こ
の
地
域
の
未
来
の
目
標

を
、
「
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
」
と
定
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
い
、
地
域
振
興

発
展
の
原
動
力
に
な
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

平
成
二
三
年 

一
二
月
二
二
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
キ
ャ
リ

ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
広
島 

有
田 

耕
一

郎 

広
島
県
広
島
市
中

区
本
川
町
二
丁
目

一
番
九
号 

こ
の
法
人
は
、
行
政
及
び
経
済

団
体
、
企
業
、
教
育
機
関
と
連

携
を
と
り
、
学
生
を
含
む
若
者

の
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
就
業
に
関

す
る
様
々
な
課
題
と
、
地
域
企

業
の
採
用
や
雇
用
に
関
す
る

様
々
な
課
題
を
解
決
す
る
活
動

を
行
い
、
地
域
の
雇
用
環
境
改

善
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

平
成
二
三
年 

一
二
月
二
六
日 

 


